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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当行は、経営理念に「お客さまと株主の皆さまおよび従業員の幸福と繁栄のために全力を尽くすこと」を掲げるとともに、お客さま、株主、従業
員、地域のステークホルダーに対してNo.１となり、その期待に応え、金融サービス業を通じて「必要とされ選ばれる銀行～長野県のマザーバン
ク～」となることを当行のめざす銀行像としています。この実現のためには、経営資源を十分に有効活用し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定
を行うための仕組みであるコーポレートガバナンスの実効性の確保が重要であり、当行は、「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨と各原則を尊
重するとともに当行の個別事情を十分考慮した上でコーポレートガバナンスの充実に継続的に取り組むこととしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当行は、コーポレートガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、全ての原則を実施することとしております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】

　当行は、株式投資から派生する各種リスクに鑑み、経営の健全性を確保することを目的に「政策投資を目的とする株式投資基準」を設け、担当

部署、投資目的、投資限度額等の基本的事項を定めております。また、政策保有株式については、投資株式の時価評価、経営状態等を考慮

し、毎年８月に取締役会で検討する体制としております。

　また、当行は、取締役会において、上場株式の政策保有に関する基本方針および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針を次のと

おり定めております。

１　上場株式の政策保有に関する基本方針

　　当行は地域金融機関として地域密着型金融が重要な役割の一つであると認識し、その上で取引先企業の企業価値の向上につながること、

　当行にとって中長期的な発展に資する等の理由により、純投資目的以外の株式を保有する。

２　政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針

　　政策保有株式の議決権行使にあたっては、対象議案が当該企業の企業価値の向上に資するかどうか、当行が株主として不利益を被る可

　能性がないか等を検証するほか、必要に応じて当該企業に対して対話による説明を求めた上で賛否を判断する。

【原則１－７】

　当行と当行役員および主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合において、当該取引が当行および株主共同の利益を害すること
のないよう、以下の体制・手続を整備しております。

１　当行の法令等遵守に係る基本的考え方を取りまとめた企業倫理、利益相反管理規程、内部者取引管理規程、コンプライアンス規程において

　、利益相反取引等の禁止、インサイダー取引の禁止等を規定する条項を設け、これらに該当する取引の禁止を明確にしております。コンプライ

　アンスの遵守状況につきましては、定期的に取締役会が報告を受け監視を行っております。

２　当行と当行役員および主要株主等との間で取引を行うに当たっては、当行および株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程等

　行内規程に定める手続きに基づき、取引の重要性やその性質に応じて取締役会等において審議のうえ決定しております。

【原則３－１】

１　会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画については、ホームページ等で公表しております。内容については次をご覧ください。

　　当行ホームページ（http://www.naganobank.co.jp/）　

２　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、「コーポレートガバナンス報告書」の基本的な考え方へ記載しております。また、基本方

　針はホームページで公表しております「コーポレートガバナンス基本方針」に記載しております。内容については次をご覧ください。

　　当行ホームページ（http://www.naganobank.co.jp/）

３　取締役等の報酬決定方針と手続きは、ホームページで公表しております「コーポレートガバナンス基本方針」に記載しております。内容につ

　いては次をご覧ください。

　　当行ホームページ（http://www.naganobank.co.jp/）

４　経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名方針と手続きは、ホームページで公表しております「コーポレートガバナンス基本方針」に記

　載しております。内容については次をご覧ください。

　　当行ホームページ（http://www.naganobank.co.jp/）

５　社内取締役および社内監査役候補者の選任理由は、当行ホームページにおいて公表しております第59期定時株主総会招集ご通知の参考
　書類５頁から６頁に記載しております。

【補充原則４－１－１】

　取締役会は、法令で定める事項および中長期経営計画の策定などの経営管理に関する重要事項等の業務執行に関する事項を付議事項として
「取締役会規程」に定め、決定しております。また、取締役会への付議事項以外の業務執行に関する事項については、「常務会規程」を定め、取締
役頭取、常務取締役で構成する常務会で決定するほか、常務会への付議事項以外の業務執行に関する事項については、「職務権限規程」を定



め、取締役頭取、常務取締役、担当部長等が決定することとしており、経営陣に対する委任の範囲を明確に定めております。

【原則４―８】

　当行は、取締役会全体として多様な知識・専門性等を備えたバランスのとれた構成を図るとともに、社外の客観的かつ独立的な立場からの意見
を経営に反映することを目的として、独立社外取締役を２名選任しております。

【原則４－９】

　当行は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、当行の事業課題に対する

積極的な提言や問題提起等を期待することができるか否かといった観点から、独立性を判断しております。

　なお、当行の独立性判断基準の詳細につきましては、ホームページで公表しております「コーポレートガバナンス基本方針」に記載しております。

内容については次をご覧ください。

　当行ホームページ（http://www.naganobank.co.jp/）　

【補充原則４－１１－１】

　当行の取締役会は、業務執行のための重要な意思決定を行うため、金融の各分野に精通した業務執行取締役８名と、経営全般に亘り知識・

経験が豊富な元会社経営者と人事問題に精通している学校経営者の社外取締役２名で構成されております。

　また、当行の監査役は、監査業務に精通した常勤の社内監査役1名と、公認会計士（税理士兼務）、弁護士、元会社経営者からなる社外監査

役３名で構成されております。

　なお、社外取締役１名および社外監査役１名につきましては、女性を選任しております。

【補充原則４－１１－２】

　当行は、社外取締役・社外監査役をはじめとする取締役・監査役の重要な兼任状況について、「株主総会招集ご通知」の「事業報告」および有価
証券報告書において開示しております。

【補充原則４―１１―３】

　当行は、取締役会の一層の機能充実に資するため、その規模・構成・運営方法・審議状況その他取締役会がその役割・責務を実効的に果たす
上で重要と考えられる事項について、各取締役の自己評価なども参考にしながら、取締役会全体の実効性について分析・評価を行っています。

　平成28年度に実施した取締役会全体の実効性についての第三者機関による分析・評価を受け、経営者トップや社外取締役等の後継者計画、
取締役の指名・報酬の方針および社外取締役による監督機能発揮の機会提供等の課題を全取締役で共有しましたが、平成29年度においては、
取締役会のより高い実効性を確保するため、取締役の指名・報酬について取締役会で審議したこと、社外取締役による監督機能発揮のため、取
締役会付議事項以外の事項を決議する常務会の過去3か月分の議案及び報告事項を取締役会で使用するタブレット端末に掲載したこと等、引
続き取締役会が適切に運営され実効性は確保できていると評価しております。なお、共有された運用上の工夫の余地については、対応が可能で
あるものから随時対応することとしております。

【補充原則４－１４－２】

　当行は、取締役・監査役について、期待される役割や責務を適切に果たせるよう、必要とされる知識の習得や、各目的に応じた外部講師による
研修会等への参加を実施するほか、各取締役・監査役が個別に必要とするトレーニング機会の提供・斡旋および費用の支援を行っております。

　

【原則５－１】

　当行は、株主との建設的な対話に関する方針を以下のように定め、前向きに取組んでおります。

１　株主の皆さまとの建設的な対話（面談）にあたっては、取締役頭取をはじめ各取締役が合理的な範囲で対応しております。

２　建設的な対話（面談）を促進するための体制として、総合企画部を窓口として営業部門やリスク管理部門等の関連部署とも連携し適切な情

　報開示を行っております。

３　株主との対話手段の充実については、ホームページやディスクロージャ－誌等により積極的な情報開示を行っております。

４　当行に寄せられた株主の皆さまからの貴重なご意見等は、経営陣や関係各部にフィードバックし情報を共有しております。

５　株主の皆さまとの建設的な対話（面談）にあたっては、インサイダー取引の未然防止を図るため、行内規程を定め適切な管理態勢を整備し

　ております。

６　株主の皆さまとの建設的な対話（面談）にあたっては、株主間において実質的な情報格差が生じないように十分留意しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口） 535,200 5.93

長野銀行職員持株会 482,151 5.34

日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社（信託口４） 312,300 3.46

株式会社 栃木銀行 166,300 1.84

キッセイ薬品工業 株式会社 166,300 1.84

日本マスタートラスト信託銀行　株式会社 142,900 1.58

日本トラスティ・サービス信託銀行　株式会社（信託口５） 122,800 1.36

あいおいニッセイ同和損害保険 株式会社 102,376 1.13

損保ジャパン日本興亜損害保険　株式会社 102,376 1.13

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 100,945 1.11



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．平成24年４月19日付で、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社から関東財務局長宛に大量保有報告書(変更報告書)が提出されてお　

　ります。

２．平成30年３月７日付で、みずほ証券株式会社から関東財務局長宛に大量保有報告書(変更報告書)が提出されております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 銀行業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 18 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

内川　小百合 他の会社の出身者 ○

二木　馨三 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

内川　小百合 ○

学校法人秋桜会丸の内ビジネス専門学校
理事長・学校長を務めております。当行
は、同氏ならびに学校法人秋桜会丸の内
ビジネス専門学校と一般預金者としての
取引がありますが、取引の規模、性質に
照らして独立性に懸念はないと判断して
おります。

長年、他の会社の経営者を務めるなど、経営
に関する幅広い知識・経験と、人材育成にかか
わってこられた経験等を当行の経営に活かして
いただけるものとし、選任しております。また、
東京証券取引所が定める独立性の基準に照ら
し、一般株主と利益相反が生じるおそれがない
と判断されることから、独立役員に指定してお
ります。



二木　馨三 ○

サンリン株式会社の相談役を務めており
ます。当行は、同氏と一般預金者としての
取引がありますが、取引の規模、性質に
照らして独立性に懸念はないと判断して
おります。また、同氏が相談役に就任して
いるサンリン株式会社とは、預金・貸出金
等の銀行取引および資本取引があります
が、取引の規模、性質等に照らして独立
性に懸念はないと判断しております。

長年、他の会社の経営者を務めるなど、経営
に関する幅広い知識・経験等を当行の経営に
活かしていただけるものとし、選任しておりま
す。また、東京証券取引所が定める独立性の
基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるお
それがないと判断されることから、独立役員に
指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

１．監査役は内部監査部門から、業務監査の執行状況と指摘事項を聴取し、業務の運営体制の把握に努めております。また、内部監査部門とは

　別に臨店監査を独自に実施し、その結果について内部監査部門に情報提供を行っております。

２．監査役会の開催に際しては、必要に応じ会計監査人から意見聴取を行うとともに、会計監査の実施状況についても会計監査人から聴取を　　

　行っております。

３．内部監査部門は、会計監査人と協議の上、内部統制評価に係る年間計画等を作成し、相互連携して適正な監査を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

神戸　美佳 弁護士 ○

轟　速人 公認会計士 ○

降旗　征一郎 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)



氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

神戸　美佳 ○

神戸法律事務所の弁護士であります。当
行は、同氏と一般預金者としての取引が
ありますが、取引の規模、性質に照らして
独立性に懸念はないと判断しております。

弁護士としての豊富な実務経験と、企業法務を
はじめとする法務全般に関する知識を当行の
監査に反映していただけるものとして、選任し
ております。また、東京証券取引所が定める独
立性の基準に照らし、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないと判断されることから、独
立役員に指定しております。

轟　速人 ○

轟税務会計事務所の公認会計士および
税理士であります。当行は、同氏と一般預
金者としての取引がありますが、取引の
規模、性質に照らして独立性に懸念はな
いと判断しております。

長年、財務および会計ならびに税務にかか
わってこられた豊富な経験と、公認会計士およ
び税理士としての専門的知識を当行の監査に
反映していただけるものとして、選任しておりま
す。また、東京証券取引所が定める独立性の
基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるお
それがないと判断されることから、独立役員に
指定しております。

降旗　征一郎 ○

キッセイ薬品工業株式会社の相談役であ
ります。当行は、一般預金者としての取引
がありますが、取引の規模、性質等に照ら
して独立性に懸念はないと判断しておりま
す。

長年、他の会社経営者を務めるなど、経営に
関する幅広い見識・経験を当行の監査に反映
していただけるものとして、選任しております。
また、東京証券取引所が定める独立性の基準
に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断されることから、独立役員に指定
しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

　社外役員全てを独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

１ 業績連動型報酬制度

（１） 平成21年６月26日開催の定時株主総会において、当行取締役に対し、従来の賞与に代わり、当期純利益を基準とした業績連動型報酬を導

　入することを決議いたしました。

（２） これは、取締役の業績向上への貢献意欲や士気を高めることを目的としたものです。

（３）平成25年６月26日開催の定時株主総会において、当行は新たに社外取締役を選任いたしましたが、平成25年５月28日開催の取締役会にお
　いて、当行社外取締役に対しては、独立性を確保するため、業績連動型報酬制度の対象から除外することを決議しております。

２　業績連動型株式報酬制度

（１）平成28年６月24日開催の定時株主総会において、現行の株式報酬型ストックオプション制度に代えて、当行取締役に対し「業績連動型株式　

　報酬制度」を導入することを決議しました。
（２）これは、当行の取締役に対して、当行の業績と株式価値の連動性をより明確にし、取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢　

　献する意識を高めることを目的としたものです。

（３）平成28年５月12日開催の取締役会において、当行社外取締役に対しては、独立性を確保するため、業績連動型株式報酬制度の対象から除
　　外することを決議しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

　第59期（平成29年４月１日～平成30年３月31日）における取締役に支払った報酬等の総額は、事業報告にて以下のとおり開示しております。　　

　　・ 支給人数・・・11人

　　・ 報酬等の総額・・・220百万円（うち、基本報酬159百万円、業績連動型報酬26百万円、役員株式給付信託報酬34百万円）　なお、上記報酬　

　　等には、兼務役員の使用人としての報酬額24百万円は含めておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　取締役の報酬については、平成21年６月26日開催の定時株主総会において、確定金額報酬額を年額180百万円以内と定めるとともに、取締役
の業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めるため、業績連動型報酬(当期純利益水準に応じて最大50百万円)及び株式報酬
型ストックオプション制度(年額50百万円以内)の導入を決議しております。また、平成28年６月24日開催の定時株主総会において、３事業年度ご
との対象期間に対して取締役へ当行株式等の給付を行うための株式の取得資金として150百万円を上限として信託に拠出する業績連動型株式
報酬制度を導入すること、及びストックオプションにかかる取締役の報酬制度を廃止し新規にストックオプションを付与しないことを決議しておりま
す。なお、取締役の報酬については、上記に定められた報酬制度及び限度額の範囲内で、取締役会の決議により、決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　総務部総務課が社外取締役および社外監査役を補佐することとしており、取締役会・監査役会の開催案内および常勤監査役等から依頼された
重要な情報の伝達を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１　業務執行に係る事項

（１）取締役会
　　取締役会は、取締役10名（うち社外取締役２名）で構成され、定時取締役会を原則として毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開　

　催し、経営の基本方針、法令に定められた事項およびその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行のモニタリングを実施してお

　ります。また、監査役４名が出席し、経営の監視機能を強化しております。

　　なお、当行は、社外取締役として内川小百合氏および二木馨三氏を選任しております。内川小百合氏は当行株式を14百株、二木馨三氏は当

　行株式を15百株保有しておりますが、これ以外に、当行との間に人的・資本的関係等の特別な利害関係はありません。さらに、社外取締役が代

　表権または議決権を保有する法人に対しては、一般の取引条件と同等の基準で取引を行っております。

（２）監査役会
　　監査役会は、監査役４名（うち社外監査役３名）で構成され、原則として毎月開催することによって、有効な経営監視機能を果たしております。　

　また、監査役は、内部監査部署による内部監査報告の活用並びに会計監査人と意見交換などを行うことにより、監査の実効性を高めておりま　

　す。また、常勤監査役は、取締役会、常務会および各種委員会等に出席することにより、意思決定のプロセス並びに業務執行状況の経営監視　

　を行っております。
　　なお、当行は、社外監査役として神戸美佳氏、轟速人氏および降旗征一郎氏を選任しております。このうち、神戸美佳氏は当行株式を20百　　

　株、轟速人氏は12百株、降旗征一郎氏は当行株式を５百株保有しておりますが、これ以外に、当行との間に人的・資本的関係等の特別な利害　

　関係はありません。また、社外監査役が代表権または議決権を保有する法人に対しては、一般の取引条件と同等の基準で取引を行っておりま　

　す。

（３）常務会
　　常務会は、取締役頭取および常務取締役の５名で構成され、原則として毎週開催しており、重要な銀行業務の執行について協議し、その適正

　かつ円滑な運営を図っております。また、常勤監査役１名が出席し、経営の監視機能を強化しております。

２　監査役の機能強化に向けた取組状況

（１）監査役の過半数は社外監査役とし、監査体制の中立性および独立性と透明性を高めております。

（２）株主総会へ付議する監査役選任議案の決定に当たっては、「監査役会規程」の定めにより監査役会において候補者についてあらかじめ協議
　しております。

（３）監査役および監査役会は、「監査役監査規程」に基づき、取締役頭取と定期的に会合し、銀行が対処すべき課題、銀行を取り巻くリスクのほ　

　か、重要な監査上の課題等について意見交換を実施しております。



（４）監査役および監査役会は、「監査役監査規程」に基づき、内部監査部門および会計監査人と会合をもつなど、緊密な連携を保ち、積極的に意
　見および情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。

（５）当行は、監査役の職務を補助するための独立した専担部署は設置しておりませんが、監査役会の運営に関する事務局を総務部と定めてお　

　り、監査役から職務を補助する要請があった場合は、総務部職員がこれに対応しております。

　　また、総務部職員が監査役の職務の補助を行っている間は、その職務を他の職務に優先しております。

３　役員の選任と報酬決定の機能に係る事項
（１）取締役、監査役の選任につきましては、取締役候補者は取締役会決議を経たのち、監査役候補者は監査役会の同意を得たのち、それぞれ　

　株主総会で選任されております。

（２）平成21年６月26日開催の定時株主総会において、取締役の定額報酬の総額については年間180百万円以内、監査役の定額報酬の総額に　

　ついては年間30百万円以内と決議いたしました。

４　責任限定契約に係る事項
　　当行は、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役との間において、会社法第423条

　第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とし

　ております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および監査役が責任の原因となっ

　た職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

５　 会計監査の状況および監査報酬に係る事項

　　当行は、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。

　　また、会計監査の実施にあたり、会計監査人、監査役及び内部監査部門は意見交換等を行い、指摘事項等につき、その改善状況を確認する

　など相互連携を図っております。

　　平成29年度に当行の会計監査業務を執行した公認会計士（指定有限責任社員、業務執行社員）は、岩崎裕男氏、冨田哲也氏の２名であり、　

　補助者は、公認会計士10名、その他11名であります。また、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第1項に規定する業務に基づく平成29

　年度の報酬の額は41百万円であり、非監査業務に基づく報酬はありませんでした。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当行は、監査役制度を採用し、取締役会および監査役会により、業務執行の監督および監査を行い、経営の健全性および透明性を高めており
ます。現在、社外監査役３名が在職し取締役会に出席しており、経営の監視機能が十分に発揮される態勢が整っております。なお、当行は社外
監査役３名全てを独立役員に指定しており、経営の監視機能を強化しております。
　また、社外取締役については、2名を選任することにより、経営の監督機能をさらに強化しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能としております。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知の一部を英訳し、当行ホームページに掲載しております。

その他
定時株主総会における事業報告をビジュアル化し、わかりやすい説明を実施しておりま
す。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
http://www.naganobank.co.jp/

決算情報、決算情報以外の適時開示資料、ディスクロージャー誌、ミニディスク
ロージャー誌、アニュアルレポート（英文）等

IRに関する部署（担当者）の設置 総合企画部がＩＲに関する業務を所轄しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

　当行は、当行の企業倫理に基づき、ESG（環境・社会・統治）の観点から地域社会へ積極
的に参画し、地域社会の発展に貢献するため、次の取組みを行っております。
１　環境保全活動
　　当行では、行内ＬＡＮやタブレットによる会議など各種システムの導入によりペーパーレ
　ス化を図るとともに、新店舗の開設の際には、太陽光発電システム・ＬＥＤ照明の設置、　
　営業車両として電気自動車を導入するほか、既存店舗についても、照明設備のLED化や
　天井ファンによる冷暖房環境の向上を図るなど、省エネと環境保全に積極的に取組んで
　おります。また、エコ住宅・エコカー向け融資商品での金利の優遇や、エコ私募債での手
　数料の優遇など環境関連商品の取扱いにも積極的に取組んでおります。

２　ＣＳＲ活動
（１）子供たちが、将来必要で役立つ金融知識を習得できるよう「金融経済教育活動」に積
　極的に取り組んでおります。小学生向けに「夏休み！ながぎんキッズバンクスクール」を　
　毎年開催するとともに、地域の中高生向けに銀行業務見学会を開催し、近い将来、社会
　に出て働く際に必要な金融知識を学んでいただいています。
（２）地域社会に貢献するため、平成８年より創業記念日の11月15日に、本支店単位で周　
　辺の道路清掃などを実施しているほか、県内各地域の献血事業や催事などに積極的に
　参加しております。また、平成22年より、当行と同じく松本市を本拠地とするサッカーＪ２　
　所属の「松本山雅ＦＣ」のユニフォームスポンサーとして、同クラブをサポートするほか、　
　県内出身アスリートへの応援など、スポーツ振興を通じた地域貢献を積極的に行ってお　
　ります。
（３）信州の優れた観光資源を将来にわたって保護し、観光の発展を支援するため、「なが
　ぎん地域応援キャンペーン」を通じて、県内の文化財等の維持管理に充てる費用として　
　寄付を行っています。本取組みは、平成23年より実施しており、寄付先は延べ80か所と　
　なります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　当行は、ディスクロージャー誌およびホームページ等を通じて、見やすくわかりやすい開
示に努めることとしているほか、業績、経営内容および地域貢献に関する情報等について
適時適切な情報開示を実施することとしております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１　基本的な考え方
　　当行は、金融機関が社会経済の信認の基本となる金融システムの担い手であり、そのために社会的責任と公共的使命が課されていることを　

　認識し、長期経営計画に、「コンプライアンス重視の企業風土を醸成し、社会的責任と公共的使命を果たす。」ことを掲げております。この実現の　

　ために、「法令等遵守」、「業務の有効性、効率性の確保」、「財務報告の信頼性の確保」などの観点から、当行は、コンプライアンス体制、リスク　

　管理体制、情報管理体制および子会社管理体制などの内部統制システムを次のとおり構築し、整備するとともに、一層の強化に努めております。

２　整備状況

（１）コンプライアンス体制
　　当行は、取締役または使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を次のとおり構築し、整備しております。

　イ　当行は、コンプライアンスを実現するための具体的な規程、手引書として「コンプライアンス規程」および当行の役職員の行動の指針である行
　　動規範を掲載した「コンプライアンス・マニュアル」等を整備している。役職員は当該規程およびマニュアルを遵守することとし、取締役は、コンプ

　　ライアンスを徹底するための具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」を策定し、役職員のコンプライアンス意識の醸成を図ってい

　　る。

　ロ　コンプライアンスに係る事項については、「コンプライアンス規程」において、統括責任者を総務部担当役員、統括部署を総務部コンプライアン
　　ス室と定めて一元的に管理するとともに、各部店に、コンプライアンス担当責任者およびコンプライアンス担当管理者を設置し、全行的なコンプ　

　　ライアンス態勢を整備している。

　ハ　コンプライアンスに係る施策や方針、報告については「コンプライアンス委員会」での協議、報告を経て、常務会または取締役会で決議、報告
　　することとしている。

　ニ　取締役頭取および役付取締役は、取締役会、常務会のほか、役員協議会および各種委員会に出席し、法令等遵守態勢の確立および職務執
　　行の意思決定に参画している。

　　　また、役付取締役は、与信部門、収益部門、経営管理部門および内部監査部門に担当部門を分け、２以上の部門を兼務しない体制としてお　

　　り、牽制・監督機能を発揮している。

　ホ　使用人は業務の執行に当たり、新たな業務の開始、新商品の発売、契約の締結等や法令等の制定、改正に対する対応などに際して、必要　

　　に応じて顧問弁護士のリーガル・チェックを受けるほか、会計監査人、税務顧問等の意見を聴取するなど、法令等遵守に努めている。

　ヘ　当行はコンプライアンス・ホットラインを設置するとともに、「公益通報者保護法」に基づき「内部通報規程」を制定しており、使用人が法令等違
　　反の情報を通報できる体制を整備している。平成24年度からは、内部通報窓口に常勤監査役および当行顧問弁護士を加え、内部通報制度の　

　実効性を高めている。また、「内部通報規程」には、通報者等が通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、　　

　適切な措置を執ること、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、就業規則に基づいて処分を科すことを定　　　

　め、通報者等の保護を図っている。

　ト　不祥事件や苦情等に対しては、コンプライアンス・マニュアル、緊急時の対応に関するマニュアルおよび顧客サポート等管理規程に基づいて　

　　直ちに役員に報告するとともに、迅速、かつ、適切に対応しており、また、その改善策を検討し、全職員に周知徹底しその再発防止に努めてい　

　　る。

　チ　内部監査部門である監査部は、業務全般の内部管理態勢等の適切性、有効性を検証するため、「内部監査規程」に基づき、年度ごとに内部
　　監査方針および内部監査計画を策定し、取締役会で決議し、全行に周知徹底した上で実施している。

（２）リスク管理体制
　　当行は、損失の危険の管理に関する規程その他の体制を次のとおり構築し、整備しております。

　イ　リスク管理に係る具体的な規程として、「リスク管理規程」等を定めており、これらの規程に基づき、各担当部が各種リスクを管理し、総合企画
　　部が統括している。各担当部は所管するリスクについて、それぞれのリスクに応じ、各種委員会へ付議し、協議、報告を行った上、常務会または

　　取締役会で決議、報告することとしている。また、半期ごとにリスク管理の状況を取締役会へ報告している。

　ロ　常勤監査役はこれらの会議に出席し、取締役の業務執行およびその運営状況等を監視しており、リスク管理態勢の状況について、協議事項
　　に意見を述べることができる態勢となっている。

　　　また、当行は、与信部門、収益部門、経営管理部門および内部監査部門をそれぞれ分離し、業務を兼務しない態勢としており、相互牽制等の

　　機能が十分発揮されている。

　ハ　内部監査部門である監査部は、業務全般の内部管理態勢（リスク管理態勢を含む。）等の適切性、有効性を検証するため、「内部監査規程」
　　に基づき、年度ごとに内部監査方針および内部監査計画を策定し、取締役会で決議し、全行に周知徹底した上で実施している。

（３）情報管理体制
　　当行は、職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制を次のとおり構築し、整備しております。

　イ　当行は、取締役の職務の執行に係る「株主総会議事録および会議資料」等の情報・文書を、「本部事務分掌規程」等に基づき、保存年限等を
　　定めて管理している。

　ロ　また、当行は、「オペレーショナル・リスク管理方針」に基づき、情報資産を適切に保護するための基本方針である「セキュリティポリシー」およ
　　び情報資産の具体的な運用および管理基準である「セキュリティスタンダード」を制定している。これに基づき、セキュリティの統括、管理を行うセ

　　キュリティ統括責任者を事務部担当役員、情報資産に係る安全対策の実施、運用および監視等の管理を行う情報資産管理者を本部の部室　　

　　長、セキュリティ担当者を担当部署の役席者として定め、全行的なセキュリティ管理体制を整備している。

（４）子会社管理体制
　　当行は、当行および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制を次のとおり構築し、整備しております。

　イ　当行は、「子会社等管理規程」を制定しており、総合企画部が子会社2社を管理する体制としている。

　ロ　子会社は、業務の決定および執行についての相互監視が適正になされるよう、取締役会と監査役を設置している。
　ハ　当行の内部監査部門である監査部は、子会社についても監査の対象として、「内部監査規程」および「自己査定マニュアル」に定めて監査を　

　　実施しており、その結果を当行取締役会へ報告している。

　ニ　コンプライアンスに関する取組み等についての情報交換および法令等遵守態勢の徹底等を目的として、総務部コンプライアンス室の主催によ
　　り当行および子会社から成る企業集団のコンプライアンス連絡会を開催している。

　ホ　子会社の取締役は、当行役員が出席する取締役会およびその他の重要な会議において、その担当する職務の執行状況を報告している。ま　

　　た、当行は「子会社等管理規程」に基づき、「関連会社の重要事項事前協議・報告書」により子会社から報告を受けている。

　ヘ　子会社は、上記のほか、損失の危険の管理に関する規程その他の体制、取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
　　体制、取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制等について、当行に準じた内部統制シス　

　　テムを整備し運用している。



２　整備状況

（１）当行は、反社会的勢力に対する取組みを明確にし、社会的責任と公共的使命を果たすことを目的として、「コンプライアンス・マニュアル」およ

　び「反社会的勢力対応マニュアル」を策定しております。

（２）反社会的勢力に関する統括部署を総務部コンプライアンス室と定めて、一元的に管理するとともに、外部専門機関との協力体制を整備して

　おります。また、各部店に不当要求防止責任者を設置しております。

（３）当行は、反社会的勢力への対応について、本部集合研修等を通じ、継続的に全職員に周知徹底を図っております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１　基本的な考え方

　　反社会的勢力に対する取組みについては、企業倫理において「反社会的勢力との対決」として、「私たちは、市民社会の秩序や安全に脅威を

　与える反社会的勢力とは断固として対決し、関係遮断を徹底します。」と宣言し反社会的勢力の排除に向けた態勢を整備しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

コーポレート・ガバナンス体制および適時開示に係る社内体制については、以下をご参照ください。



◎は管理部門 

オペレーショナル・リスク 総合的な管理部門：総合企画部 

本部・営業店・関連会社 

株 主 総 会  

取 締 役 会  

常 務 会  

各（リスク）委員会 
コンプライアンス委員会 役員協議会 信用リスク委員会 
ＡＬＭ委員会 オペレーショナル・リスク委員会 営業推進協議会   

コンプライアンス委員会 

 コンプライアンス統括部門 

（総務部/ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ室） 

統合的リスク管理部門 
（総合企画部）  

信用リスク 

◎融資統括部 
  証券国際部  

会

計

監

査

人

 

弁

護

士

 

監

査

役

会

 

内

部

監

査

部

門

（
監

査

部

） ◎証券国際部 
  営業統括部  

流動性リスク 

◎総合企画部 
  証券国際部 

事務リスク 

◎事務部 
  本部各部  

システムリスク 

◎事務部 
  本部各部  

◎総合企画部 
  総務部 
  人事部 
  本部各部  

市場関連リスク その他オペレーショナルリスク 

【コーポレート・ガバナンス体制】 

不正リスク 

不正防止プロジェクトチーム 

営業統括部/お客様ｻﾎﾟｰﾄ室 

情報取扱管理部署 
（総合企画部） 

適時開示 

本部各部署 

報告・協議 報告・審議 

取締役会等 

決定事実および決算に関する情報 

適時開示に係る情報提供 適時開示情報の報告 

取締役頭取 

発生事実に関する情報 

【適時開示に係る社内体制】 
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